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発生段階 第一段階
（海外発生期）

第二段階
（国内発生早期）

第三段階 第四段階
（小康期）（感染拡大期） （まん延期、回復期）

■感染状
況

□感染速度 0 2 週間後～
4 週間 4 週間後～ 6 週間後～ 17 週間後～

□感染拡大の状況

○国内未発生
　（海外発生）

○国内で新型イン
フルエンザが発
生、感染集団は
小さく限られる

○国内で新型イン
フルエンザの
大規模集団発
生が見られる

○国内で急速に感
染が拡大

○国内侵入から 6
～ 7 週目に感
染がピーク、8
週目以降から
減少傾向

○地域毎にピーク
時期は異なる 
地域毎の流行
期 間 は 6 ～ 8
週間程度

-

■医療の
提供

□想定される状況
○国民の不安が高

まり受診者が増
加

○受診者が急増 ○患者が急増し、
病床や医薬品
が不足

□隔離・入院 対策

○疑い患者への入
院勧告（患者隔
離）

○医師会等への情
報提供

○感染症指定医療
機関における治
療、疑い患者へ
の入院勧告（患
者隔離）

○患者への抗イン
フルエンザ薬投
与、患者との濃
厚接触者への予
防投薬

○患者受け入れ医
療機関の拡大

○疑い患者への入
院勧告（患者隔
離）

○患者への抗イン
フルエンザ薬
投与

○全医療機関で患
者への診断・治
療

○重症患者のみ入
院、軽症患者は
自宅療養

○患者への抗イン
フルエンザ薬
投与

○治療継続
○医療体制の点検

と建て直し

□発熱外来 対策

○外来・電話相談
の設置準備

○外来・電話相談
開始

○外来・電話相談
の規模を拡大、
二次医療圏内
の診療所が発
熱外来を応援

○外来・電話相談
の規模を拡大

○発熱外来の機能
継続

■感染予
防

□プレパンデ
ミックワク
チン

対策

○製剤化を開始
○既完成分を医療

従事者等の一
部に接種開始

○製剤化段階
　（予定）
○既完成分を医療

従事者等の一部
に接種開始

○製剤化次第、医
療従事者等に
順次接種開始

○製剤化完了（見
込み）医療従事
者に継続的に
接種

□パンデミッ
クワクチン 対策

○新型インフルエ
ンザ株の特定

○株の特定、鶏卵等の確保ができ次第、生産開始 ○生産開始
○国民全員分のワ

クチンの完成
ま で に 1.5 年
前後（試算）

■感染拡
大防止

□集会・興行
等の自粛要
請

想定さ
れる状
況

○百貨店、劇場、映画館等の集客施
設への来客が減少、休業する施設
が増加

○集客施設への
来 客 が 激 減、
全ての施設が
休業

○集客施設の多
くは休業

□学校休校の
要請

想定さ
れる状
況

○学校での感染拡大のおそれ、生徒
の欠席が増加

○全国全ての学
校が休校

○一部休校の終
了

□不要不急の
事業活動中
止の要請

想定さ
れる状
況

○発生地域の公共交通機関、職場で
感染のおそれ。一部の事業所が休
業

○公共交通機関
の 本 数 減 少、
多くの事業所
が休業

○一部事業所が
再開

表 1　感染拡大に伴う社会状況の変化と国の対策

新型インフルエンザ専門家会議		事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン（改定案）平成 20年 7月 28日	より一部改変
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発生段階
第一段階

（海外発生期）
第二段階

（国内発生早期）

第三段階 第四段階
（小康期）（感染拡大期） （まん延期、回復期）

■医療サー
ビス

○保健所、医療機
関等への問い合
わせが増加

○保健所、医療機関
等への問い合わせ
が増加

○抗インフルエンザ
ウイルス薬を求め
て医療機関を訪れ
る市民が増加

○一部の医療機関では新型インフルエ
ンザへの業務資源の重点的投入のた
め、診療科目を限定

○爆発的に需要が増え、医療機関にお
ける業務資源（医療従事者、医薬品、
資器材、ベッド等）が大きく不足、
一時的に業務を中断せざるを得ない
医療機関が出現するおそれ

■電気・水
道・ガス
供給

○感染防止の観点から、窓口業務やカ
スタマーサービス業務等を中断

○保守・運用の従業員不足により地域
的・一時的に停電等が生じるおそれ

■公共交通 ○外出自粛により公
共交通機関に対す
る需要が減少

○徒歩、自転車、自
動車等による通勤
が増加

○従業員不足により、運行本数が減少
○外出自粛、通勤手段の変更により、

公共交通機関への需要が大幅減少

■物流（貨
物 運 送、
倉庫等）

○事業活動休止又は
稼働率低下により、
物流量が減少

○中小事業者は休業
する可能性

○宅配、通信販売等
に対する需要が増
加

○従業員不足による集配の遅延、サー
ビスの中断

○物流量が大幅に減少
○宅配、通信販売等に対する需要が大

幅に増加

■ 食 料 品、
生 活 必
需品の輸
入、製造

○食料品、生活必
需品を買い求め
る市民が増加

○市民の買い占めに
より食料品、生活
必需品が不足、価
格上昇

○海外での感染拡大に伴い、食料品等
の輸入が一時的に中断

○国内での感染拡大に伴い、食料品等
の製造が減少

■流通（小
売、卸売）

○中小事業者は休業
する可能性

○宅配、通信販売等
に対する需要が増
加

○従業員不足、休市等により卸売市場
機能が低下し、生鮮食料品の流通も
一時的に中断

○小売店の従業員不足や物流機能の混
乱により物資流通が遅延又は中断

○宅配、通信販売等に対する需要が大
幅に増加

表 2　想定される社会機能の状況
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4 10のアクション

　 アクション 実施主体の例

1
医療機関としての方針と担当組織
を設置する

院長と意思決定組織

2 迅速かつ的確な情報を確保する 感染症の知識がある者、英語が読解できる者

3
受け入れ病床の確認と患者の動線
の確保をする

院長、感染管理医師、看護師長、看護師、施設
の構造に詳しい者

4 受け入れ能力を調整する 対策委員会

5 職員の健康を管理する 医師、看護師など選任された者

6
職員、関連機関、地域住民との緊
急連絡体制を整備する

事務長

7
地域の医療機関と行政機関との連
携を始める

院長、事務長

8
医薬品や必要物品を確保できるか
確認する

薬剤部、物品管理部

9 職員の行動を明確にする 対策委員会

10 訓練を実施する 対策委員会

　アクションは 10 から構成されている。アクション１で決められた組織に対して、アクショ

ン２では様々な決定の根拠となる最新の情報を提供する。アクション 3 から 8 において医療

機関全体の診療継続計画を作成する。それを元にアクション 9 でそれぞれの職員の行動や役割

を示したマニュアルを作成する。アクション 10 では、計画やマニュアルに沿って訓練を行い、

課題を明らかにすることで再度アクション 1 に戻って、さらに実効性のある対策を検討するこ

とが求められる。


